
佐呂間町地域生活支援拠 点 等事 業実 施要 綱  

（趣 旨）  

第１条  この要綱は、障害 者及 び障 害児 （ 以下 「障 害者 等 」と

いう 。）の重度化、高齢 化 及び 親亡 き後 に 備え 、障 害者 等 が

地域 において安心して自 立 した 日常 生活 又 は社 会生 活を 営 む

こと ができるよう、地域 生 活支 援拠 点等 の 整備 を図 るた め に

実施 する地域生活支援拠 点 等事 業に つい て 必要 な事 項を 定 め

るも のとする。  

（定 義）  

第２条  この要綱において 、次 の各 号に 掲 げる 用語 の意 義 は、

当該 各号に定めるところ に よる 。  

(1) 障害者  障害者の日常 生活 及び 社会 生 活を 総合 的に 支

援するための法律（平成 17年法 律第 123号。 以下 「法 」と

いう。）第４条第１項に 規 定す る障 害者 を いう 。  

(2) 障害児  法第４条第２ 項に 規定 する 障 害児 をい う。  

(3) 介護者等  障害児の保 護者 又は 障害 者 等の 介護 を行 う

者をいう。  

(4) 地域生活支援拠点等  法第 77条第 ４ 項に 規定 する 地域

生活支援拠点等をいう。  

（地 域生活支援拠点等に お ける 機能 ）  

第３条  この要綱において 、地 域生 活支 援 拠点 等に おけ る 機能

とは 、次の各号に掲げる 機 能を いう 。   

(1) 相談  緊急時の支援が 見込 めな い障 害 者等 に対 して 、

常時の連絡体制の確保等 に 加え 、障 害特 性 に起 因し て生 じ

た緊急の事態等に必要な サ ービ スの コー デ ィネ ート や相



談、その他必要な支援を 行 う機 能  

(2) 緊急時の受入れ・対応  短 期入 所等 を 活用 した 常時 の

緊急受入体制等を確保し た 上で 、介 護者 等 の急 病や 障害 者

等の状態変化等が生じた 場 合の 緊急 時の 受 入れ や、 医療 機

関への連絡等の必要な対 応 を行 う機 能  

(3) 体験の機会・場の提供  地 域移 行支 援 や親 元か らの 自

立等に当たって、障害福 祉 サー ビス の利 用 又は １人 暮ら し

の体験の機会及び場を提 供 する 機能  

(4) 専門的人材の確保・養 成  医療 的ケ ア が必 要な 者や 行

動障害を有する者、高齢 化 に伴 い重 度化 し た障 害者 等に 対

して、専門的な対応を行 う こと がで きる 体 制の 確保 や専 門

的な対応ができる人材の 養 成を 行う 機能  

(5) 地域の体制づくり  障 害福 祉サ ービ ス 提供 事業 所等 の

関係機関と連携し、地域 の 様々 なニ ーズ に 対応 でき るサ ー

ビス提供体制の確保や地 域 の社 会資 源の 連 携体 制の 構築 等

を行う機能  

（実 施主体）  

第４条  この事業の実施主 体は 佐呂 間町 と する 。  

２  事業の実施に当たって は、 佐呂 間町 障 がい 者支 援ネ ッ トワ

ーク 会議設置要綱（平成 24年１ 月 16日規 程 第１ 号） の規 定 に

基づ き、関係機関との協 力 及び 連携 に努 め るも のと する 。  

（対 象者）  

第５条  この事業の対象と なる 者は 、次 の いず れか に該 当 する

者と する。  

(1) 本町に住所を有する障 害者 等  



(2) 本町が援護の実施主体 とな る障 害者 等  

(3) 前号に掲げる者のほか 、町 長が 特に 必 要と 認め る者  

（地 域生活支援拠点等の 機 能を 担う 事業 者 ）  

第６条  地域生活支援拠点 等の 機能 を担 う 事業 者に つい て は、

次の 各号のいずれかに該 当 しな けれ ばな ら ない 。  

(1) 指定障害者支援施設  

(2) 指定障害児入所施設  

(3) 指定障害福祉サービス 事業 者  

(4) 指定障害児通所支援事 業者  

(5) 指定一般相談支援事業 者  

(6) 指定特定相談支援事業 者  

(7) 指定障害児相談支援事 業者  

（事 業所の登録）  

第７条  第３条に掲げる機 能を 担お うと す る前 条各 号の い ずれ

かに 該当する事業者（以 下 「申 請者 」と い う。 ）は 、佐 呂 間

町地 域生活支援拠点等事 業 所登 録申 請書 （ 様式 第１ 号） に 、

地域 生活支援拠点等にお け る機 能を 担う 事 業所 であ るこ と を

規定 した運営規程の写し 等 を添 付し て町 長 に申 請し なけ れ ば

なら ない。  

２  町長は、前項の申請を 受け たと きは 、 速や かに その 内 容を

審査 し、登録することと 決 定し たと きは 佐 呂間 町地 域生 活 支

援拠 点等事業所登録決定 通 知書 （様 式第 ２ 号） によ り申 請 者

に通 知し、登録しないこ と と決 定し たと き は文 書で その 旨 を

申請 者に通知するものと す る。  

３  町長は、登録された事 業者 （以 下「 登 録事 業所 」と い



う。 ）について、当該事 業 所の 名称 、所 在 地、 連絡 先及 び 実

施す る地域生活支援拠点 等 にお ける 機能 の 内容 等を 公表 す る

もの とする  

４  登録事業所は、当該登 録の 内容 に変 更 が生 じた とき は 、速

やか に佐呂間町地域生活 支 援拠 点等 事業所 登録 変更 届出 書

（様 式第３号）により町 長 に届 け出 なけ れ ばな らな い。  

５  登録事業所は、当該登 録を 廃止 又は 休 止し よう とす る とき

はそ の１か月前までに、 再 開し たと きは 再 開し た日 から 10日

以内 に、佐呂間町地域生 活 支援 拠点 等事 業 所廃 止・ 休止 ・ 再

開届 出書（様式第４号） に より 、町 長に 届 け出 なけ れば な ら

ない 。  

６  町長は、前２項の届出 を受 理し たと き は、 登録 事業 所 にそ

の旨 を通知するものとす る 。  

（記 録の保存）  

第８条  登録事業所は、地 域生 活支 援拠 点 等に おけ る機 能 の支

援を 提供した場合、その 内 容を 記録 し、 ５ 年間 保存 する と と

もに 、町からの求めがあっ た場 合に は、 こ れを 提供 しな け れ

ばな らない。  

（登 録事業所の責務）  

第９条  登録事業所は、実 施す る地 域生 活 支援 拠点 等に お ける

機能 を十分に理解し、適 切 な支 援に 努め る とと もに 、次 の 各

号に 掲げる責務を果たさ な けれ ばな らな い 。  

(1) 障害者等及び介護者等 と地 域及 び家 庭 との 結び つき を

重視して、佐呂間町、他 の 事業 所並 びに そ の他 の保 健医 療

サービス及び福祉サービ ス を提 供す る者 等 との 連携 に努 め



なければならない。  

(2) 地域生活支援拠点等の 円滑 な実 施に 伴 う調 査の 回答 等

を求められた場合、原則 、 これ に協 力し な けれ ばな らな

い。  

(3) 障害者等及び介護者等 の権 利の 擁護 に 努め なけ れば な

らない。  

(4) 登録事業所の職員又は 職員 であ った 者 は、 業務 上知 り

得た障害者等及び介護者 等 の個 人情 報及 び 職務 上知 り得 た

秘密については、個人情 報 の保 護に 関す る 法律 （平 成 15年

法律第 57号）その他関係 法 令等 を遵 守し 、 適正 に取 り扱 わ

なければならない。  

（委 任）  

第 10条  この要綱に定める もの のほ か必 要 な事 項は 、町 長 が別

に定 める。  

附  則  

（施 行期日）  

１  この要綱は、令和８年 ４月 １日 から 施 行す る。  

様式第１号（第７条関係）  

様式第２号（第７条関係）  

様式第３号（第７条関係）  

様式第４号（第７条関係）  

 


